
2017 年 6 月 21 日 

各位 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

三井住友信託銀行株式会社 

 

「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」の改定

および三井住友信託銀行における行動計画の見直しについて 

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役社長：大久保 哲夫、以下「当社」）においては、

今般、「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を改定し、三

井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝、以下「三井住友信託銀行」）においても同方針に基づ

く行動計画を見直しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

三井住友トラスト・グループでは、お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供してまいるべく、

2016 年 9 月に「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」（以下

「取組方針」）を、2016 年 12 月には同方針に基づく三井住友信託銀行の行動計画（以下「行動計画」）を

策定・公表し、グループ各社において、フィデューシャリー・デューティーの浸透・実践を進めてきたところ

です。 

 

当グループにおけるガバナンス態勢の変更、グループ各社の行動計画・行動指針の実施状況や外部

有識者のご意見なども踏まえ、フィデューシャリー・デューティーの更なる浸透・実践の促進やお客さま本

位の業務運営の徹底のため、今般、別紙のとおり、「取組方針」を一部改定するとともに、「行動計画」の

見直しを行いました。 

 

当グループでは、すでに公表しておりますとおり、当社が、株主総会の承認を条件に指名委員会等設

置会社に移行することとあわせて、任意の委員会として「利益相反管理委員会」（2017 年 7 月設置予定）

を設置し、利益相反管理態勢の実効性等について検証するとともに、フィデューシャリー・デューティーの

浸透・実践についても監督を強化することとしております。 

 

このたびの「取組方針」「行動計画」の改定・見直しに際しては、同委員会の委員の内定者である、神

田秀樹氏（学習院大学教授、東京大学名誉教授）、細川昭子氏（ベーカー＆マッケンジー法律事務所 

弁護士）から、「営業店の従業員まで、具体的にフィデューシャリー・デューティーの浸透・実践を進めて

いくことが重要。」「KPIの見直し等に際しては、今後の少子化・人口減少要因も含めた検討が必要。」とい

ったご提言を頂いております。 

 

 

 



また、当社をはじめとするグループ各社は、「取組方針」の下、金融庁が公表した「顧客本位の業務運

営の原則」（2017 年 3月 30日付）を採択し、「お客さま本位」の姿勢を共有し、お客さまの安心と満足のた

めに行動するとともに、グループ一体となって、フィデューシャリー・デューティーのより一層の実践を進め

てまいります。 

 

さらに、「取組方針」に基づき、お客さまの安心と満足のために行動し、お客さまの真の利益に適う商

品・サービスをご提供していくことで、お客さまとともに成長していく「お客さまのベストパートナー」を目指

す、当グループの取組状況をわかりやすく確認できる指標（KPI）を公表いたします。具体的な指標の内

容については、別紙の「お客さまの『ベストパートナー』を目指すための取組みに関する成果指標(KPI)」

をご参照ください。 

 

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社（2017 年 5 月

1 日付で行動指針への取組状況を公表済み）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の各社にお

いても、改定後の「取組方針」の内容や各社の実施状況を踏まえて、行動計画の見直しを 2017年 6 月中

に公表いたします。 

 

以上 
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三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する 
取組方針 

＜前文＞ 

 フィデューシャリー・デューティーは、信託の根幹をなす基本概念であり、私どもは

大正１３年の創立以来、その概念を「信義誠実」「奉仕開拓」「信頼創造」として経営

理念に置き、事業を行ってまいりました。 
 
 三井住友トラスト・グループは、「信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく

健全な経営を実践し、社会から揺るぎない信頼を確立」するという経営理念（ミッシ

ョン）のもと、「信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行

事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価

値を創出する信託銀行グループ」を目指す姿（ビジョン）として定め、その実現のた

めに、「お客さま本位の徹底」をはじめとした行動規範（バリュー）を役職員が共有し、

フィデューシャリー・デューティーの実践に努めてまいりました。 
 
 お客さまの真の利益を追求するというフィデューシャリー・デューティーの実践のた

めには、お客さまから信頼される高度な専門性とお客さまそれぞれのニーズに適った

選択肢を提示するコンサルティングが最も重要であると考えております。 
 
 これまで私どもでは、個人のお客さまに関しては、年金業務で培ったコンサルティン

グや資産運用のノウハウを生かし、投資信託・保険商品の販売、ファンドラップの運

用など、お客さま本位の商品・サービスの提供に取り組んでまいりました。 
 
 また、法人のお客さまに関しては、銀行事業の法人取引を基盤として、コンサルティ

ングを通じて、お客さまのニーズを共有させていただき、年金信託、投資信託、流動

化・証券化信託、不動産信託などのお客さまに有用な、また経済・社会のインフラと

もなる商品・サービスを提供してまいりました。 
 
 我が国の経済や社会構造の変化に伴うお客さまのニーズに対応する商品開発、資産運

用、販売、資産管理、資産保全などの幅広い機能を有する独自の信託銀行グループと

して、三井住友信託銀行をはじめとするグループ各社が、引き続きお客さまの「ベス

トパートナー」としてお客さまの真の利益に合致した商品・サービスを提供し、グル

ープの業務全般にわたるフィデューシャリー・デューティーを実践・徹底していくた

めに、本「取組方針」を策定・公表し、更なる「お客さま本位」の商品・サービスの

提供に向けた取組みを進めてまいります。 
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本「取組方針」に基づく取組みを実践する国内会社 

三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマネジメ

ント、日本トラスティ・サービス信託銀行、三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ、 

三井住友トラスト不動産、三井住友トラスト不動産投資顧問、三井住友トラスト基礎研

究所、三井住友トラスト・インベストメント 

 

※下記４社は、資産運用、販売、資産管理に関する業務に携わる事業者として「顧客本位   

の業務運営に関する原則」を採択し、後述する＜グループの基本方針（行動原則）＞を

遵守するとともに、＜機能別方針＞について、各社の業務内容に応じ、該当する方針を

踏まえた取組みを進めてまいります。 

 

三井住友信託銀行 

「１．販売」「２．資産運用・商品開発」「３．資産管理」「４．その他信託業務等」 

三井住友トラスト・アセットマネジメント 

「２．資産運用・商品開発」 

日興アセットマネジメント 

「２．資産運用・商品開発」 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

「３．資産管理」 

 

※下記５社は、＜グループの基本方針（行動原則）＞を遵守するとともに、＜機能別方針

＞について、各社の業務内容に応じ、該当する方針を踏まえた取組みを進めてまいりま

す。 

 

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ 

「１．販売」※ 

三井住友トラスト不動産 

「４．その他信託業務等」※ 

三井住友トラスト不動産投資顧問 

「２．資産運用・商品開発」※ 

三井住友トラスト基礎研究所 

「２．資産運用・商品開発」※ 

三井住友トラスト・インベストメント 

「２．資産運用・商品開発」※ 

 

※方針のうち、該当する項目についての取組みを実施 
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＜グループの基本方針＞ 

 三井住友トラスト・ホールディングス（以下、当社）は、当グループの業務全般にわ

たるフィデューシャリー・デューティーを実践・徹底していくために「三井住友トラ

スト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」（以下、取組

方針）を策定・公表します。 
 
 三井住友トラスト・グループでは、信用と信託の担い手としての信頼を根本として、

お客さまの安心と満足のために行動し、お客さまの真の利益に適う商品・サービスを

提供するにあたり、以下の通りグループの行動原則を定めるとともに、グループの態

勢を整備し、フィデューシャリー・デューティーを実践してまいります。 
 
 この取組方針に基づき、グループ各社が、更なる「お客さま本位」の商品・サービス

の提供に取り組み、その取組状況を定期的に公表してまいります。当社としても、各

社の取組状況をモニタリングするとともに、取組みの進捗状況などを踏まえ、取組方

針を見直してまいります。 
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１．行動原則 

（１）お客さま本位のコンサルティングの実践 

  

お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコンサルティングを通

じ、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状況やそれに沿ったニーズをそれぞれのお客さま

と共有させていただくよう努めてまいります。 

(２）わかりやすい情報提供 

  

お客さまの投資判断に役立つよう、商品やサービスの複雑さやご提供する情報の重要性を踏ま

え、商品の特性、リスク、手数料等についてわかりやすく説明を行い、お客さまのご理解に合わ

せた丁寧な対応に努めてまいります。 

（３）お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供 

  

お客さまの多様なニーズにお応えするため、お客さまのさまざまな声や意見を踏まえて、幅広い

資産運用会社や保険会社等との連携や商品・サービスの共同開発などを通じ、お客さまのニ

ーズに合致した質の高い商品・サービスを、幅広く取り揃えてまいります。 

（４）お客さま本位の徹底と専門性の向上 

  

① お客さまの「ベストパートナー」を目指す企業文化・風土の定着 

グループ各社における研修やディスカッション等を通じて、本取組方針に基づく判断・行動の浸

透・徹底を図るとともに、お客さま本位の行動の実践や浸透に資する取組みを評価する業績評

価・目標体系を構築していくことで、フィデューシャリー・デューティーを実践、徹底し、役職員の

一人一人がお客さまの「ベストパートナー」を目指す企業文化・風土の定着を進めてまいります。 

  

② お客さま本位のコンサルティングなどを支える専門性の向上 

役職員の研修や専門資格の取得への支援などを通じて、市場環境、商品・サービスに関する

知識や専門能力を高めてまいります。 

（５）信託銀行グループの多様な機能を生かした金融サービスの提供 

  

信託銀行グループとして、利益相反管理を徹底しつつ、銀行事業、資産運用・管理事業、不動

産事業などの多様かつ柔軟な機能を十分に発揮して、個人・法人を問わず、お客さまにとって

の最適かつトータルなソリューションを迅速かつ的確に提供してまいります。 

（６）お客さまの安心と満足、経済・社会への貢献 

  

① 経済や社会の変化に対応した新しい商品・サービスの提供 

お客さまにご安心いただき、かつ満足いただける商品・サービスを提供するとともに、信託の機

能などを活用し、経済や社会構造の変化に対応した新しい商品・サービスを生み出すことで、

経済・社会に貢献してまいります。 

  

② 金融経済教育、投資教育への積極的な取組み 

お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し健全な資産形成ができるよう、確定拠出年

金業務などで培った投資教育などに関するノウハウを活用し、日々のコンサルティングやセミナ

ーなども通じ、ライフプランニングを含めた金融経済教育やリテラシー向上につながる活動に取

り組んでまいります。 
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２．態勢 

 
（１）専門組織の設置 

 当社に、専門組織としてフィデューシャリー・デューティー推進部を設置し、フィデ

ューシャリー・デューティーの浸透・徹底をグループ全体で進めていくための態勢を

構築しております。 
 
（２）ベストプラクティスとしての利益相反管理態勢の整備 

 信託銀行グループの業務・商品・サービスの特性を踏まえ、お客さまに信頼、安心し

てお取引いただけるよう、実効性のある利益相反管理態勢の構築を進めてまいります。 
 
 具体的には、今後、外部メンバーを中心とした「利益相反管理委員会」を設置し、同

委員会において、グループの利益相反管理態勢の妥当性・実効性を継続的に検証いた

だくとともに、執行側においても利益相反管理態勢の不断の高度化を目的とした委員

会を新設いたします。なお、利益相反管理委員会の議事概要は公表し自己評価等の「見

える化」を図ってまいります。 
 
 また、商品提供会社と販売会社との関係などを含め、利益相反のおそれがある取引を

適切に管理すべく、社内での組織や権限の分離、情報や人事異動の制限、新商品やサ

ービス導入の際の審査の強化、主要部署への利益相反管理責任者の配置など、実効性

を確保する態勢を構築いたします。 
 
 なお、具体的な利益相反管理方針(概要)を 2017 年 5 月 16 日に公表しておりますので、

ご参照ください。 
http://smth.jp/news/2017/170516.pdf 
 

（３）資産運用業務における経営・運営の独立性の確保 

 当社のみならず、資産運用事業を行うグループ各社のうち、三井住友信託銀行、三井

住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマネジメントに独立社外取締役

を置き、グループの販売会社からの、資産運用会社の経営・運営の独立性の確保に向

けた態勢を構築しております。 
 
（４）グループ各社による協議会の定期開催 

 フィデューシャリー・デューティーの中心となる資産運用、商品開発、販売や資産管

理の事業を行うグループ各社のうち、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセッ

トマネジメント、日興アセットマネジメント、日本トラスティ・サービス信託銀行と、

http://smth.jp/news/2017/170516.pdf
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当社により、フィデューシャリー・デューティー協議会を設置しております。同協議

会では外部有識者の知見を活用・反映しつつ、商品提供会社と販売会社の適切な相互

牽制・連携を含む以下のような事項に関し、協議の上、当該グループ各社において取

り組んでまいります。 
・専門性の向上 
・スチュワードシップ活動の高度化 
・各社の商品組成、販売に関する適切な連携 
・リスク管理等の高度化 

 
（５） フィデューシャリー・デューティーの徹底・浸透等に関する動機付け等 

① お客さま本位の業務運営を促進・浸透させる業績評価・目標体系 

 投資信託、保険商品などの金融商品販売に関しては、系列や手数料の多寡にかかわら

ずお客さまへのコンサルティングや説明の充実度などを基準とした評価、お客さまの

長期資産形成を促進する取組みの評価、お客さまへのアフターフォローの取組みの評

価など、お客さま本位の業務運営を促進する業績評価体系を整備してまいります。 
 
 また、店部長等の業績評価に、フィデューシャリー・デューティーの浸透に関する取

組みに関する項目を設けるなど、定着に向けた取組みや態勢の強化に努めてまいりま

す。 
 
② フィデューシャリー・デューティーの実践・浸透のための研修等の充実 

 グループ各社において、フィデューシャリー・デューティーの実践・浸透を徹底・促

進するために、その理念のみならず、具体的な業務における実践内容も含めた各種研

修やディスカッション等の取組みを進めてまいります。 
 
 お客さま本位の意識の更なる向上を図るとともに、フィデューシャリー・デューティ

ーの浸透度を把握するため、各種意識調査を定期的に実施し、それらの結果も踏まえ

更なる施策の改善につなげるよう努めてまいります。 
 
  



 

7 
 

＜機能別方針＞ 

 
 機能別方針は、グループの基本方針（行動原則）を踏まえて、その内容を機能別等に

具体化したものであり、機能別方針に記載がない事柄についても、基本方針や機能別

方針の趣旨を踏まえ、事柄の性質に応じて、対応してまいります。 
 
１．販売 

 

（１）お客さま本位のコンサルティングの実践 

 お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコンサルティ

ングを通じ、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状況やそれに沿ったニーズを

それぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてまいります。 
 
 資産形成時期、退職前後時期など、お客さまの世代やライフイベントを踏まえたライ

フプランニングを含めたコンサルティングをより充実させるため、コンサルティング

スキルの向上、ノウハウの蓄積を進めるとともに、各種ツールの内容等の充実に努め

てまいります。 
 
 商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏まえ、また、お客

さまの知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして、ニーズに適った選択肢を提

示するよう努めてまいります。 
 
 お客さまの真の利益に資するコンサルティングを核とした業務推進を評価する態勢を

整備してまいります。 
 
 役職員の研修や専門資格の取得への支援などを通じて、市場環境、商品・サービスに

関する知識や専門能力の向上に努めてまいります。 
 
（２）わかりやすい情報提供 

 お客さまが、商品の特性を理解し他の金融商品との比較を含めた投資判断に役立つよ

う、商品やサービスの複雑さやご提供する情報の重要性を踏まえ、商品・サービスの

特性、リスク、手数料等についてわかりやすく説明を行い、お客さまのご理解に合わ

せた丁寧な対応に努めてまいります。 
例えば、資産運用をお任せいただくファンドラップや投資信託に関して、その手数料

についての考え方を明確化していくなどの取組みを進めております。 
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 お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について定期的に

情報を提供するほか、重要なマーケットイベントが発生した際などについては、市場

動向、市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、丁寧なアフターフォロー

に努めてまいります。また、このような活動を業績評価に取り入れる態勢を整備して

まいります。 
 
（３）お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発 

 お客さまの多様なニーズにお応えするため、お客さまのさまざまな声や意見を踏まえ

て、幅広い資産運用会社や保険会社等との連携や商品・サービスの共同開発などを通

じ、お客さまのニーズに合致した質の高い商品・サービスを、幅広く取り揃えてまい

ります。 
 
 継続的な投資に向いた積立型商品を含む「長期・分散・安定」型投資の商品を中心に、

お客さまの資産形成に資する商品を提供してまいります。また、お客さまの長期的資

産形成に合致した手数料体系を取り入れてまいります。 
 
 長期的資産形成に資する確定拠出型年金、取引利便性の高いインターネット取引など、

多様なお客さまのニーズにお応えするサービスの提供に取り組んでまいります。 
 
 系列や手数料の多寡にかかわらず、お客さまの資産形成に資する提案を推進し、お客

さまへのコンサルティングや説明の充実度などを基準に評価する態勢を整備してまい

ります。 
 
（４）多様な機能を生かした金融サービスの提供 

 信託銀行グループとして、利益相反管理を徹底しつつ、銀行事業、資産運用・管理事

業、不動産事業などの多様かつ柔軟な機能を十分に発揮して、個人・法人を問わず、

お客さまにとっての最適かつトータルなソリューションを迅速かつ的確に提供してま

いります。 
 
(５) お客さまの声や評価のサービス等への反映 

 アンケートなど様々なチャネルでいただいた、お客さまのご意見やサービスに対する

評価を、不断のサービスの改善に生かすとともに、お客さま本位の業務運営の定着の

ため、そのようなお客さまからの評価を業績評価に取り入れる態勢を整備してまいり

ます。 
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（６）お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献 

 お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し健全な資産形成ができるよう、コン

サルティングを通じたライフプランニングやセミナー等の開催に加え、他団体と連携

した取組みを通じ、幅広い年代のお客さまへの金融経済教育やリテラシー向上につな

がる活動に取り組んでまいります。 
 
 お客さまのリテラシーに配慮した資料、書面作りに取り組んでまいります。 
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２．資産運用・商品開発 

 
（１）資産運用の高度化 

 明確で合理性のある投資方針を策定し、資産運用プロセスにおいてＰＤＣＡを回すこ

とにより、適切な資産運用態勢を維持するよう努めてまいります。 
 
 アクティブ運用、パッシブ運用にかかわらずエンゲージメント活動を展開する等の日

本版スチュワードシップ・コードを踏まえた取組み、ＥＳＧへの取組み、投資手法の

高度化などにより、継続的に資産運用の高度化を図り、お客さまの利益の最大化を目

指してまいります。 
 
 受託した資産について、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するよう努めてま

いります。 
 
（２）お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供 
 お客さまの資産運用上の課題を解決するため、グループ内外を問わず、クオリティの

高い商品・サービスのラインナップを拡充するよう、努めてまいります。 
 
 お客さまの多様化する資産運用ニーズや投資環境の変化に対応するため、グループ内

外のノウハウや機能・ネットワークをフルに活用した、商品・サービスの開発・提供

に努めてまいります。 
 
 年金などの機関投資家等をはじめとした、お客さまからの資産運用のニーズや、当社

の資産運用サービスに対するご評価やご意見を幅広くいただき、必要に応じ外部機関

の評価なども活用して、資産運用サービスの高度化や態勢の強化につなげるよう取り

組んでまいります。 
 
（３）お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供 

 お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコンサルティ

ングを通じ、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状況やそれに沿ったニーズを

それぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてまいります。 
 
 商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏まえ、また、知識・

経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして、ニーズに適った提案を行います。 
 
 商品・サービスの提案にあたっては、お客さまの知識・経験・財産の状況及び契約締



 

11 
 

結の目的に照らして、お客さまのご理解を得られるように適切な情報の提供に努めて

まいります。 
 
 お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について定期的に

情報を提供するほか、重要なマーケットイベントが発生した際などには、市場動向、

市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、丁寧なアフターフォローに努め

てまいります。 
 
 お客さまの投資判断に役立つよう、商品・サービスの特性、リスク、手数料等につい

てわかりやすく説明を行ってまいります。 
 
（４）専門性の向上 

 「高度な運用コンサルティング」と「高品質かつ豊富なマルチ・プロダクト」による

トータルソリューションの提供を担う、資産運用業務のプロフェッショナルを、継続

的かつ安定的に育成し、人材の定着と運用の継続性・再現性の確保に努めてまいりま

す。 
 
 ファンドマネージャーやアナリスト等の運用人材評価にあたっては、中長期の運用パ

フォーマンスを重視した評価・処遇を通じて、高度な専門性を有する運用体制の確保

に努めてまいります。 
 
（５）独立性を確保したガバナンスの構築・強化 

 お客さまの利益を最優先する態勢を強化するため、グループの資産運用会社について

は、独立社外取締役を導入するなど、グループの販売会社からの経営・運営の独立性

を確保する態勢を構築してまいります。 
 
 日本版スチュワードシップ・コードに則り、議決権行使などに関する利益相反管理態

勢を高度化してまいります。例えば、議決権行使に関して、グループの運用会社にお

いて、外部有識者のチェックを受けるなど透明性の確保に努めており、特に、三井住

友信託銀行においては、独立性の担保された外部有識者が過半を占める「スチュワー

ドシップ活動諮問委員会」を設置し、議決権行使やエンゲージメントの適切性などに

ついて検証しております。同委員会の審議内容についてはその概要を公表し、可視化

いたします。 
 
 議決権行使の透明性をさらに高めるために、議決権行使結果について、個別の投資先

企業、個別の議案ごとに公表してまいります。  
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３．資産管理 

 
（１）資産管理サービスの堅確性・迅速性の維持・向上 

 資産管理サービスの根幹となる事務の堅確性・迅速性向上を図るべく、人材・事務基

盤・システム等の適切な資源配分を行ってまいります。 
 
 有価証券・資金決済に係る法制・税制等の資産管理サービスに必要な高度な専門性を

有する人材の育成に努めてまいります。 
 
（２）お客さまニーズへの対応、社会的インフラとしての事務・システム等の高度化 

 グローバルに多様化・高度化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、事務・

システム等の高度化に取り組んでまいります。 
 
（３）お客さまの投資活動やミドル・バック業務に資する情報提供・サービスの高度化 

 お客さまの投資活動やミドル・バック業務の高度化に資するため、各種報告書・レポ

ートに加え、海外グループ関係会社および各カストディアン等からの情報をベースに、

付加価値の高い情報（法制・税制、市場情報）を適時提供することに努めてまいりま

す。 
 
 専業信託銀行として、銀行事業のノウハウも活用し、お客さまのミドル・バック業務

の効率化、高度化に資するサービスの提供に努めてまいります。 
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４．その他信託業務等 

 

（１）受託者責任の徹底 

 信託の受託者として、資産運用・管理業務に限らず、受益者であるお客さまのために、

善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などの厳格な受託者責任を誠実に果たし、お

客さまの利益を第一に信託業務を進めてまいります。 
 
（２）お客さまの資産の保全など、安全、安心への取組み 

 特に高齢者のお客さまにとっての資産の保全等の安心の確保、資産の確実な承継につ

いてのニーズの高まりを踏まえ、お客さまの資産運用ニーズのみならず、資産保全や

資産承継に関するニーズに対しても、しっかりとお応えするよう、商品・サービスの

開発・提供に努めてまいります。 
 
 例えば、営業店の店部長が社内の「老年学」を受講し、高齢者のお客さまの老後の認

知症や介護など様々なご不安を理解した上で、コンサルティングさせていただけるよ

う努めております。 
 
 また、「老年学」に関する情報提供を中心にしたお客さま向けの「シルバーカレッジ」

を本部・営業店が協働し、順次開催しております。 
 
 どなたでも安心してご利用いただけるよう、お客さまの立場に立ったサービスについ

ての社員教育徹底・有資格者配置、各種チャネルの利便性向上など、お客さまに利用

いただきやすい環境づくりに向けた、さまざまな取組みを実施してまいります。 
 
（３）不動産業務におけるお客さま本位の取組み 

 個人のお客さまにとって最大の資産とも言える不動産の仲介業務にあたっては、お客

さまに安心して取引いただけるよう、丁寧かつわかりやすい説明に努めてまいります。 
 

※ 商品・サービスについて詳しくは HP をご覧ください。 
 

http://www.smtb.jp/personal/service.html


お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取組みに関する成果指標（KPI）

・お客さま本位の取組みを実践し、浸透・定着させていくことで、お客さまから信頼され、

末永くお取引きいただける、お客さまの「ベストパートナー」を目指してまいります。

・この取組みの状況をご確認いただくための指標を、定期的に公表するとともに、

活動 推進 拡充等 あわ 随時見直 ま ます活動の推進・拡充等にあわせ随時見直してまいります。

【Ⅰ.個人のお客さま】

・資産形成から相続に至るまで、お客さまの長きにわたる人生の「ベストパートナー」として、ライフイベントに応じ
た様々なニーズにお応えするため、幅広い商品・サービスを取り揃えるとともに、新たな商品・サービスの開発

努 す

1. お客さまの多様なニーズにお応えする幅広い商品・サービス

に努めております。

【ライフイベントに応じた様々なニーズにお応えする商品・サービス】

お客さまのニーズ ニーズにお応えする主な商品等

将来 ため 資産を や おきた 投資信託 外貨 金現役世代 退職世代 シニア世代 ・将来のために資産をふやしておきたい 投資信託・外貨預金

・資産運用に税制優遇を活用したい NISA（少額投資非課税制度）

・マイホームを購入したい
・相続対策として不動産を活用したい

ローン・不動産
・住宅ローン・アパートローン
・不動産仲介・有効利用

30
歳

40
歳

50
歳

60
歳

70
歳

80
歳

投資信託 / /外貨預金 /ロ ン /不動産

現役世代 退職世代 シニア世代

不動産仲介 有効利用

・子どものライフイベントのために資金を
準備したい

・孫に大切な資産をのこしたい

ジュニアNISA
（未成年者少額投資非課税制度）

・万一の際、家族が困らないようそなえて
おきたい

生命保険
・各種個人年金保険

投資信託 / NISA / 外貨預金 / ローン / 不動産

ジュニアNISA（贈与の活用）

生命保険 /医療・ガン保険 おきたい ・各種個人年金保険
・各種終身保険

・病気やケガ、ガンの治療費にそなえたい 医療・ガン保険

・忙しくてなかなか時間が取れない
・大事な退職金なので安定的に運用したい

投資一任運用商品（ラップ口座）
・三井住友信託ファンドラップ

生命保険 / 医療 ガン保険

投資一任運用商品（ラップ口座）

相続・贈与関連商品

・家族に大切な資産をのこしたい 相続・贈与関連商品
・暦年贈与サポート信託
・家族おもいやり信託〈一時金型〉
・教育資金贈与信託
・結婚・子育て支援信託

遺言信託

遺産整理業務

・大切な資産を、自分の思い通りに引き継
ぎたい

遺言信託

・不慣れな手続きをサポートしてほしい 遺産整理業務



・ご来店や訪問の機会に加え、資産運用や相続・贈与などに関する各種セミナーの開催を通じて、お客さまの
お役 立 専 的な情報をわ やすくご提供さ ただくなど お客さま本位 グ 努め

2. お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供

お役に立つ専門的な情報をわかりやすくご提供させていただくなど、お客さま本位のコンサルティングに努めて
おります。

【お客さまの様々なニーズにお応えする各種セミナーの開催】

・2016年度下期には全店舗でのべ800回以上のセミナーを開催して

います。主なセミナーの事例は以下のとおりです。

＜資産運用セミナー＞800

1000

【各種セミナー回数】
（回）

・現在の資産運用を取り巻く環境を踏まえ、「株式・為替・金利」

といった各マーケットの現状と今後の見通しをわかりやくすご

説明するとともに、今後の資産運用のお役に立つ情報をご提

供しています。400

600

＜くらしとお金のライフプランセミナー＞

・ライフプランやマネープランの考え方、資産運用の基礎知識を

ご説明しています。

＜相続対策セミナー＞0

200

度 度 度

※三井住友信託銀行における個人のお客さま向けの各種セミナーの

開催回数を示しています。

・相続、贈与、遺言の「これだけは知っておきたい」基本事項、

大切な財産を思いどおり次の世代に引き継いでいくために、

今から考えておきたい相続や遺言のことについて、ご説明し

ています。

2015年度下期 2016年度上期 2016年度下期

・お客さまから信頼され、安心してご相談いただけるよう、プロフェッショナルとして相応しい、幅広い専門知識・

3. プロフェッショナルとしての専門性の向上

スキルを有する人材の育成に取り組んでおります。

【FP関連資格保有者数】

（資産形成のお手伝い）
（人）

【「宅地建物取引士」合格者数】

（不動産売買等のお手伝い）（人）

4000

6000

（人）

4000

6000

※三井住友信託銀行のコース社員のうち、以下のいずれかの資格を保有する社員 ※三井住友信託銀行のコース社員のうち、「宅地建物取引士」資格試験合格者数

0

2000

2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末

0

2000

2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末

【「証券アナリスト基礎講座」修了者数】

（資産形成のお手伝い）（人）

※ 井住友信託銀行 社員 うち、以下 ずれ 資格を保有する社員

数を示しています。
・ＦＰ技能士（1級、2級）、ＣＦＰ、ＡＦＰ、金融渉外技能審査（1級、2級）

※ 井住友信託銀行 社員 うち、 宅地建物取引 」資格試験合格者数

を示しています。

【財務コンサルタント数】

（相続・遺言・遺産整理等のお手伝い）
（人）
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（資産形成のお手伝い）（人）
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0

,

2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末

0

100

2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末

※豊富な実務経験と専門性を有する財務コンサルタントは、お客さまの財産の取得・管

理・運用・承継ニーズにお応えするプロフェッショナルであり、約250名を全店舗に配
置しています。

※個人のお客さま向け業務に従事する三井住友信託銀行の社員のうち、「証券アナリスト基

礎講座」修了者数を示しています。
ファンドラップの販売に必要な要件として、公益社団法人 日本証券アナリスト協会

が開講する「証券アナリスト基礎講座」の受講と修了試験合格を義務付けています。



・お客さまの「ベストパートナー」であるために、各種アンケートなどを通じてお客さまからのご意見・ご要望などを
広くいただくことに加え 外部機関による評価も受け 商品・サービス・応対・マナーなどの状況を継続的に把

4. お客さまの声や評価のサービス等への反映

広くいただくことに加え、外部機関による評価も受け、商品・サービス・応対・マナーなどの状況を継続的に把
握するとともに、弛まぬ改善・向上に努めております。

100 000

【各種アンケートの回答数】（件）

100

【アンケート回答結果（満足度）】
（％）
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※個人のお客さまを対象とする季刊誌を通じた郵送方式のアンケートの回答結
果を示しています。回答件数は、2014年度：3.2万件、2015年度：2.5万件、
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20,000
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※ 個人のお客さまを対象とする各種アンケートの回答件数の合計を示しています。
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大変満足・満足

【外部機関による店舗評価結果】
2016年度：2.7万件となっています。

【お客さまのご意見・ご要望等に基づく改善・向上への取組み】

①商品・サービス等の改善・向上への取組み事例80
100 

聴く

スキル

①商品・サービス等の改善・向上への取組み事例

・「三井住友信託の住宅ローン 契約に係る説明ＤＶＤ」導入による、

お客さまのお手続きに係る時間の短縮

・「タブレット型外訪端末」の導入による、お客さまのお手続きに係る

ご負担の軽減

0 
20 
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80 

説明

スキル

接客ビ

受付者

応対

負担の軽減

②コンサルティングや応対・マナー等の改善・向上への取組み事例

・接客応対ロールプレイングの実施、ＣＳ講演会の開催

・「サービス介助士」の配置、「老年学（ジェロントロジー）」の受講

接客

マナー

店舗

美化等

ロビー

応対等

※外部機関の調査員が全店舗に来店し、お客さまの視点から評価を実施。
上記グラフは各項目の調査基準に対する達成度合いの全店平均値を示し
ています。

美 等

2016年度下期 2015年度下期

・各種運用関連商品や信託関連商品のご提供を通じ、より多くのお客さまに「ベストパートナー」としてご支持い
ただく とを 標と お客さま本位 組 を推進 ま ます

5. 「ベストパートナー」を目指す取組み

ただくことを目標として、お客さま本位の取組みを推進してまいります。

300

【信託関連商品保有お客さま数】

（相続・贈与・遺言等のお手伝い）
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【運用関連商品保有お客さま数】

（資産形成のお手伝い）（千人）
（千人）
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住友信 銀 信 関連商 を保有 れ 客 数を※三井住友信託銀行で運用関連商品を保有されるお客さまの数を示してい

ます。
※ 運用関連商品：投資信託、投資一任運用商品、生命保険、外貨預金

※三井住友信託銀行で信託関連商品を保有されるお客さまの数を示してい
ます。

※ 信託関連商品：遺言信託、教育資金贈与信託、後見制度支援信託等



・各種商品のご提案にあたっては、お客さまの資産・負債の状況や資産運用の目的など、お客さまひとりひとり
のニーズを共有させていただきながらコンサルティングを行っております。

・例えば 投資信託の販売において 長期的な資産形成のニーズのあるお客さまに対しては 「長期間保有す

6. 長期的な資産形成等のニーズに適ったご提案等の取組み

・例えば、投資信託の販売において、長期的な資産形成のニーズのあるお客さまに対しては、「長期間保有す
ることに適した分散・安定型の商品」や「分配頻度が少ない商品」、「積立投資契約（投資信託自動購入プラ
ン）」をご提案するなど、それぞれのニーズに適ったお客さま本位のご提案に努めております。

【投資信託残高に対する契約増加額*の割合】
（％） 【投資信託残高に対する分配金*の割合】（％）
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【投資信託残高に対する契約増加額 の割合】
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【投資信託残高 対する分配金 割合】

・長期的な資産形成のニーズに対して、長期間保有するこ
とに適した商品をご提案しており、投資信託残高に対する

・長期的な資産形成のニーズに対して、分配頻度が少ない

商品をご提案しており、投資信託残高に対する分配金の割合は

2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末

三井住友信託銀行 市場平均

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

三井住友信託銀行 市場平均

契約増加額の割合は市場平均を上回っております。 市場平均より低く推移しております。

※上記グラフは、各基準日時点で、2012年3月末を起点とした契約増加額の累計額の公

募投資信託残高（2012年3月末時点）に対する割合を示しています。
市場平均は、投資信託協会が公表する統計データに基づき算出しています。

契約増加額とは、三井住友信託銀行が販売会社となる公募投資信託の販売額から解約・

償還額を控除した金額を指します。

※上記グラフは、各年度に支払われた分配金額の、公募投資信託残高（月次平均）に対す
る割合を示しています。
市場平均は、投資信託協会が公表する統計データに基づき算出しています。
分配金とは、三井住友信託銀行が販売会社となる公募投資信託の分配金を指します。
公募投資信託には、投資一任商品、DCプラン専用投資信託等を含みます。償還額を控除した金額を指します。

公募投資信託には、投資一任商品、DCプラン専用投資信託等を含みます。

公募投資信託 は、投資 任商品、 ラ 専用投資信託等を含みます。
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【積立投資契約保有お客さま数】（千人）

・長期的な資産形成のニーズに対して、長期・分散・安定に
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※ 三井住友信託銀行において積立投資契約（投資信託自動購入プラン）をご契約いただ

いているお客さま数を示しています。

長期的な資産形成 対 、長期 分散 安定
資する運用方法として、積立投資契約（投資信託自動購
入プラン）をご提案しております。

・ご来店される個人のお客さまだけではなく、確定拠出年金（DC）プラン、職場単位での積立制度を導入いただ

7. DCプランを通じた資産形成のお手伝い

来店 れる個人 お客 ま け なく、確定拠出年金（ ） ラ 、職場単位 積 制度を導入
いている企業の従業員等のお客さまにも、投資教育セミナー等の開催など継続的な金融経済全般や投資教
育等に関する活動を通じ、お客さまへの情報提供や資産形成の機会の拡大をお手伝いしております。

130010

【DC投資信託残高・DC加入者数】
（千人）（千億円）

40010000

【投資教育セミナー等の開催数・参加者数】

（DCプラン・職域積立） （千人）（回）
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開催数（左軸） 参加者数（右軸）

※DC投信：三井住友信託銀行が販売会社となるDCプラン向け投資信託※DC投資教育セミナー： 「新入社員向け教育」「制度導入時教育」「制度導入後
教育（継続教育） を合算した値を集計の教育（継続教育）」を合算した値を集計 。



【Ⅱ.機関投資家等のお客さま】

1. スチュワードシップ活動の高度化

・スチュワードシップ活動の質・量両面からの高度化や拡充に取り組んでおります。
・長期運用を中心とするパッシブ運用ファンドにおいても、投資先企業との対話（エンゲージメント）活動を拡充
するとともに、投資先企業の役員の方々との面談など建設的対話の質の向上につながる取組みを進めており
ます。ます。

・社外メンバーを過半とした「スチュワードシップ活動諮問委員会」の審議・答申を踏まえ、今後とも、投資家の
中長期的リターンの向上のためスチュワードシップ活動の高度化に取り組んでまいります。

100

【エンゲージメント実施企業の時価総額の

TOPIX基準時価総額との対比率】
（％）

（％）

2015

【対話等の件数と役員面談比率】
（千件）
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2014年度 2015年度 2016年度
対話等の件数（左軸） 役員面談比率（右軸）

※時価総額との対比率：エンゲージメント実施企業の発行株式の時価総額と東証1部の時価総
額（TOPIXの基準時価総額）を対比した割合（各年度末）。

※対話等の件数：アナリストと企業側が双方向でディスカッションできる機会と、企業側のプレゼ
ン主体の機会の合計

役員面談比率：双方向でのディスカッションが可能な機会における、役員以上との面談件数
比率

・グループ全体で機関投資家等のお客さまの多様なニーズにお応えし、運用力の向上、資産管理サービスの
充実など 努め グ プ全体 資産運 資産管 業務を展開 お ます

2. グループ全体での資産運用・資産管理業務の展開

充実などに努め、グループ全体で資産運用・資産管理業務を展開しております。

【グル プ資産運用残高】 【グル プ資産管理残高】
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100

【グループ資産運用残高】（兆円）

4000150

【グループ資産管理残高】
（兆円） （億ドル）
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国内（左軸） 海外（右軸）

※グループ資産管理残高：国内…投資信託・特定金銭信託等の信託財産やカストディ等の合※グループ資産運用残高：年金信託、投資一任、投資信託等の合計額。

計額。
海外…海外資産管理現法のカストディ、ファンドアドミの残高。



 

・投資信託に関するご注意事項はこちらからご確認ください。  

・投資一任運用商品（ラップ口座）に関するご注意事項はこちらからご確認ください。  

・NISA（少額投資非課税制度）、ジュニア NISA に関するご注意事項はこちらからご確認ください。  

・外貨預金に関するご注意事項はこちらからご確認ください。  

・生命保険商品に関するご注意事項はこちらからご確認ください。  

 

http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/
http://www.smtb.jp/personal/saving/fund/
http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/nisa/
http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/nisa/
http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/nisa/
http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/nisa/
http://www.smtb.jp/personal/saving/foreign/risk.html
http://www.smtb.jp/personal/saving/insurance/


1

（２０１7年度上期時点）

1.販売
★…従来の行動計画において取り組んだ項目

☆…今般の改定より、新たに行動計画として取り組む項目

＜行動計画＞

・ご自身のライフプランやご自身に合った資産運用方法を意識していただけるようなご案内に努めております。例えば、各種のライフイベントに伴う収入・
支出金額の目安やライフプランの設計事例、目的や期間に応じた資産運用方法をわかりやすく纏めた資料※を用いてご案内しております。
※「考えてみよう！これからのマネープラン」

・資産形成時期等のお客さまへの接触、ご提案やコンサルティングの機会を増加させるため、休日や時間外でのご相談を拡大してまいります。☆

・お客さまお一人お一人に合わせた質の高いコンサルティングができるよう、教育・研修において、実践的な事例に基づくロールプレイングを実施する
等、説明力や提案力の向上に努めてまいります。

＜行動計画＞

・お客さまへのコンサルティング資料である「考えてみよう！これからのマネープラン」を活用して、よりお客さまにご自身のニーズを実感いただける
コンサルティングが可能となるよう、工夫したツールの活用を進めております。☆

・現行のコンサルティング態勢の更なる強化のため、各営業店に「ライフプランニング推進者」を配置し、お客さまのライフサイクルに応じて変化する資
産・負債状況を踏まえたコンサルティングの態勢を整備してまいります。あわせて、同推進者への研修等を進め、コンサルティングスキルの向上を図っ
てまいります。☆

＜行動計画＞

・投資商品のご案内にあたっては、お客さまの知識・資産状況・投資経験・投資目的を十分に確認させていただき、ライフプランや経済環境・社会情勢の
先行きに照らして、お客さまにふさわしい商品の提案に努めております。

＜行動計画＞

・営業店部に対する業績評価において、積立投資を活用したコンサルティングの実践状況（資産形成）や取引にかかる継続的な情報提供の取組状況等
（アフターフォロー）を評価するとともに、資産形成期のお客さまへのセミナー等の投資教育活動など、プロセスも評価項目とし、業務推進の動機づけを
してまいります。★

＜行動計画＞

・役職員がそれぞれの階層・役割に応じ能力伸長を図るため、研修機会を拡充するとともに、e-ラーニングシステムを整備し研修内容の拡充等を行って
おります。

・役職員の専門能力を向上させるため、証券アナリスト基礎講座、ＦＰ技能検定等の資格取得の支援を行っております。

＜行動計画＞

・複数の金融商品やサービスを組み合わせたり、複雑なリスク等を有する金融商品等（※）をお客さまに販売するに当たっては、お客さまの選択に資す
るよう、その商品の特性、リスクや手数料等の重要な事項について、お客さまにご理解いただくよう、わかりやすい説明や資料の提供に努めてまいりま
す。（2017年中）☆
（※）いわゆる外貨建て変額保険商品、ファンドラップ、デリバティブ付預金（当社においては、個人のお客さまには販売しておりません）などが代表例で
す。

・生命保険商品について、お客さまに一層適切な商品選択を行っていただけるよう、特定保険契約商品をはじめとする保険会社各社の同意を得られた
商品を対象に、当社が保険会社から受領する代理店手数料（募集手数料・継続手数料）を開示しております。

・投資信託について、ご負担いただく手数料等をお客さまに一層ご理解いただくため、ご提供するサービスの内容等に関する資料を作成し、説明の充実
を図っております。★

・投資一任運用商品（ラップ口座）について、ご負担いただく投資顧問報酬等をお客さまに一層ご理解いただくため、ご提供するサービスの内容等に関
する資料を作成し、説明の充実を図っております。★

＜行動計画＞

・お客さまの属性や保有商品に応じた各種セミナーを定期的に開催し、適切な情報提供に取り組んでおります。

三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針に基づく、
三井住友信託銀行の行動計画(2017年6月改定)

　三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(以下「三井住友トラスト・ホールディングス」）では、2016年9月30日に、「お客さま本位」の取組方針とし
て、「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」（以下「取組方針」）を制定・公表いたしました。三井住友信託
銀行株式会社（以下「当社」）では、同年12月22日に取組方針に基づく行動計画を策定・公表しております。

　以下は、今般、三井住友トラスト・ホールディングスが見直した取組方針の内容や2016年9月以降の取組内容を踏まえ、当社が現在実施・推進して
いる具体的な取組みや今後取り組むべき内容を「行動計画」として見直しとりまとめたものです。
　
　当社は、「行動計画」の取組みを進めるとともに、フィデューシャリー・デューティー推進部を中心とした研修等の実施を通じて役職員へのフィデュー
シャリー・デューティーの浸透を図り、日々の業務運営においてフィデューシャリー・デューティーを実践してまいります。

（１）お客さま本位のコンサルティングの実践

■お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコンサルティングを通じ、ライフサイクルに応じ変化する、資産・負債
状況やそれに沿ったニーズをそれぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてまいります。

■資産形成時期、退職前後時期など、お客さまの世代やライフイベントを踏まえたライフプランニングを含めたコンサルティングをより充実させる
ため、コンサルティングスキルの向上、ノウハウの蓄積を進めるとともに、各種ツールの内容等の充実に努めてまいります。

■商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏まえ、また、お客さまの知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして、
ニーズに適った選択肢を提示するよう努めてまいります。

■お客さまの真の利益に資するコンサルティングを核とした業務推進を評価する態勢を整備してまいります。

■役職員の研修や専門資格の取得への支援などを通じて、市場環境、商品・サービスに関する知識や専門能力の向上に努めてまいります。

（２）わかりやすい情報提供

■お客さまが、商品の特性を理解し他の金融商品との比較を含めた投資判断に役立つよう、商品やサービスの複雑さやご提供する情報の重
要性を踏まえ、商品・サービスの特性、リスク、手数料等についてわかりやすく説明を行い、お客さまのご理解に合わせた丁寧な対応に努めて
まいります。
例えば、資産運用をお任せいただくファンドラップや投資信託に関して、その手数料についての考え方を明確化していくなどの取組みを進めて
おります。

■お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について定期的に情報を提供するほか、重要なマーケットイベントが発
生した際などについては、市場動向、市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、丁寧なアフターフォローに努めてまいります。また、
このような活動を業績評価に取り入れる態勢を整備してまいります。

http://www.smtb.jp/personal/saving/asset/
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・市場動向が大きく変化した場合等には、市場の見通しや保有商品の運用状況等について、ご訪問・ホームページ等を通じて情報提供に努めておりま
す。

・アフターフォローを通じ、お客さまの投資判断に資する情報の提供等を促進するため、アフターフォローなどプロセスを評価する業績評価体系としてお
ります。

＜行動計画＞

・お客さまの多様なニーズにお応えするため、資産運用会社や保険会社等との連携や共同開発を通じ、まとまったご資金の運用に対しては安定性を重
視した投資一任運用商品（ラップ口座）や収益性を重視した投資信託等を、資産形成の過程にあるご資金の運用に対してはリスクを抑えた商品や、販
売手数料・信託報酬等の費用の低い商品を取り揃えております。

・投資信託について、系列などにかかわらずお客さまの資産形成に資する質の高い商品を取り揃えるため、商品選定に係る基準を整備しております。さ
らに、外部の視点の活用に向けた検討を進めてまいります。★

＜行動計画＞

・積立ＮＩＳＡ制度を導入します。商品ラインアップの組入れ理由や、どのようなお客さまに適しているか等についてわかりやすく説明を行う方針です。

・ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）口座について、販売手数料・信託報酬等の費用の低い専用の商品を提供しております。

・投資一任運用商品（ラップ口座）について、一定期間保有していただいているお客さまの投資顧問報酬を引き下げております。

・投資信託について、インターネット取引における販売手数料を引き下げております。あわせて、テレフォンバンキングにおける取引、積立投資における
取引においても、同様の取組みを実施しております。★

・投資信託について、資産運用会社への働きかけや共同開発を通じ、ファンドの残高（純資産総額）が増加するに従い、信託報酬率が下がる商品の取
り扱い拡充に取り組んでおります。

・投資が初めての方でも、ご自身に合った投資方針を簡便にご確認いただけるよう、投資診断ツール（「とうしの入り口」）をホームページを通じてご提供
しております。★

＜行動計画＞

・平日営業時間内での来店が難しいお客さまにもご相談いただけるよう、休日・時間外営業実施店舗を順次拡大しております。

・ご自宅からでも気軽にご相談いただけるよう、テレフォンバンキングにおいて同一の担当者が継続してお客さまをご担当する取組みを拡充するととも
に、ご自宅のパソコンからインターネットを通じて簡便に資産運用や相続等のご相談が可能なサービスをご用意しております。

・企業にお勤めのお客さま・住宅ローンをご利用のお客さま等向けに、当社が取り扱う商品・サービスや、お客さまのリテラシー（知識・能力・スキル）向
上につながる情報を集約してご提供する専用サイトをご用意するとともに、機能拡充による利便性の向上に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・投資信託について、系列商品にかかわらず、お客さまの資産形成に資するご提案を推進する業績評価体系としております。

・投資信託について、残高をより重視した体系とするとともに、販売についての評価においても、お客さまへのコンサルティングや説明の充実度などを規
準とした評価体系としてまいります。☆

＜行動計画＞

・信託銀行グループとしての多様かつ柔軟な機能の発揮、お客さまにとっての最適かつ総合的な課題へ対処する各種商品・サービスの提供を支える利
益相反管理態勢について、現状の管理態勢等に関し幅広く検証し、ご説明や情報開示の充実など一層の高度化を図ってまいります。本年5 月16日に
三井住友トラスト・ホールディングスが公表した利益相反管理方針に基づき、利益相反管理高度化委員会の設置など実効的な管理態勢の定着を進め
るとともに、三井住友トラスト・ホールディングスにおいて新設予定（2017年7月予定）の外部有識者に参画いただく利益相反管理委員会の下、管理態勢
の妥当性や実効性の見える化を図ってまいります。（2017年度上期中）★

・既存の主な商品・サービスなどについて、改定後の利益相反管理方針を踏まえ、利益相反管理の観点からの検証を行い、必要に応じ、管理手法等の
見直しを行います。（2017年7月目途）☆

＜行動計画＞

・従来からのお客さまの声の収集、分析、を通じたサービス改善等に加え、お取引いただいたお客さまからの、当社担当者からのコンサルティングや説
明などに関するご評価を収集し、それらを業績評価にも反映させる態勢を整備してまいります。☆

＜行動計画＞

・幅広い年代のお客さまにご自身のライフプランをお考えいただく機会をご提供できるよう、開催日時や内容を工夫し、「現役世代」「退職世代」「シニア
世代」それぞれのお客さまにご参加いただきやすいセミナー※を開催しております。
※例えば、「現役世代」向けには「ＮＩＳＡセミナー」を、「退職世代」向けには「ライフプランセミナー」を、「シニア世代」向けには「シルバーカレッジ特別講
座」等を開催しております。

・確定拠出年金制度における従業員等の皆様への投資教育セミナー、職場積立NISAを導入する企業等の従業員等の皆様へのセミナー、職域も通じた
取組みにより、金融経済教育や投資教育など、お客さまのリテラシー向上に資する取組みを進めております。☆

・大学等他団体と連携し、金融経済教育やリテラシー（知識・能力・スキル）向上につながる活動に取り組んでまいります。

（３）お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

■お客さまの多様なニーズにお応えするため、お客さまのさまざまな声や意見を踏まえて、幅広い資産運用会社や保険会社等との連携や商
品・サービスの共同開発などを通じ、お客さまのニーズに合致した質の高い商品・サービスを、幅広く取り揃えてまいります。

■継続的な投資に向いた積立型商品を含む「長期・分散・安定」型投資の商品を中心に、お客さまの資産形成に資する商品を提供してまいりま
す。また、お客さまの長期的資産形成に合致した手数料体系を取り入れてまいります。

■長期的資産形成に資する確定拠出型年金、取引利便性の高いインターネット取引など、多様なお客さまのニーズにお応えするサービスの提
供に取り組んでまいります。

■系列や手数料の多寡にかかわらず、お客さまの資産形成に資する提案を推進し、お客さまへのコンサルティングや説明の充実度などを基準
に評価する態勢を整備してまいります。

（４）多様な機能を生かした金融サービスの提供

■信託銀行グループとして、利益相反管理を徹底しつつ、銀行事業、資産運用・資産管理事業、不動産事業などの多様かつ柔軟な機能を十分
に発揮して、個人・法人を問わず、お客さまにとっての最適かつトータルなソリューションを迅速かつ的確に提供してまいります。

(５) お客さまの声や評価のサービス等への反映

■アンケートなど様々なチャネルでいただいた、お客さまのご意見やサービスに対する評価を、不断のサービスの改善に生かすとともに、お客
さま本位の業務運営の定着のため、そのようなお客さまからの評価を業績評価に取り入れる態勢を整備してまいります。

（６）お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献

■お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し健全な資産形成ができるよう、コンサルティングを通じたライフプランニングやセミナー等の
開催に加え、他団体と連携した取組みを通じ、幅広い年代のお客さまへの金融経済教育やリテラシー向上につながる活動に取り組んでまいり
ます。

■お客さまのリテラシーに配慮した資料、書面作りに取り組んでまいります。



3

＜行動計画＞

・投資信託や投資一任運用商品（ラップ口座）の取引内容や運用状況をご理解いただけるよう、当社よりお客さまにお届けする報告書等について、その
見方を記した資料を作成しご案内しております。

・お客さまへのご説明やお手続きに用いる資料について、お客さまからお寄せいただいたご意見等も踏まえ、改訂するよう取り組んでおります。

投資一任運用商品（ラップ口座）に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

NISA（少額投資非課税制度）口座に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

生命保険商品に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

2.資産運用・商品開発

＜行動計画＞

・お客さまとの協議に基づき、投資方針を策定し、受託事業に関する意思決定機関（審議会）や商品開発専担部署において運用プロセスの適切性、運
用状況等について定期モニタリングを実施しております。

・モニタリングを通じて発見された改善点を踏まえ、運用プロセスを継続的に見直し、商品・サービスの品質向上に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・スチュワードシップ活動に関する外部諮問委員会の新設や、議決権行使ガイドラインの精緻化・公表等による行使判断プロセスの透明性向上など、運
営面の改善を進めており、その定着を進めてまいります。パッシブ運用も含めお客さまからの受託財産に関してエンゲージメントや議決権行使等のス
チュワードシップ責任を適切に果たしてまいります。★

・ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）情報等の非財務情報に関する分析の高度化等により資産運用の高度化に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・受託資産の運用において利用する証券会社等の評価・選定を適切に実施することにより、執行の迅速性、確実性を確保する最良の条件で執行するこ
とに努めております。

＜行動計画＞

・グループ内外を問わず、高品質な運用商品・サービスや経営資源を活用し、商品・サービスの拡充を図っております。

＜行動計画＞

・資産、負債の構造等、お客さまの直面する運用環境を前提に、制度設計も含めたコンサルティングによりグループ内外の高品質な運用商品・サービス
のご提供に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・ご提供するサービスに対する評価について定期的にアンケートを実施し、サービス水準の向上に取り組んでおります。

・コンサルティング会社等、当社の運用サービスに対する外部評価機関の評価を活用し、評価に基づくサービス改善を図る等、運用サービスの品質向
上を実践しております。

＜行動計画＞

・コンサルティングを通じてお客さまのニーズを的確に把握し、グループ内外の高品質な各種の運用商品・サービスを最適な組み合わせでご提供するよ
う努めております。

＜行動計画＞

・お客さまへの運用のご提案に際しては、お客さまの知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らした勧誘活動を実施しております。

・オルタナティブ商品等、商品性が複雑な商品であったり、収益の変動幅が大きい商品については、ご提案に際して管理部署の事前認可を必要とする
等、一層高度な適合性確認を実践しております。

＜行動計画＞

・お客さまへの運用のご提案に際しては、お客さまの投資経験、ニーズ等に合わせた書面等を活用し、わかりやすい適切な説明の実施に努めておりま
す。

＜行動計画＞

・お客さまにご提供した運用商品・サービスについては、市場環境、運用状況等について定期的（四半期、半期、年度）に報告を実施しております。

・市場動向に関する情報提供に加え、市場動向が大きく変動した場合の臨時レポートの発信等、適時適切な情報提供に努めております。

＜行動計画＞

・事前にコンプライアンス部署の審査を経る等により、適切でわかりやすい説明資料等の作成に取り組んでおります。

（１）資産運用の高度化

■お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について定期的に情報を提供するほか、重要なマーケットイベントが発
生した際などには、市場動向、市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、丁寧なアフターフォローに努めてまいります。

■明確で合理性のある投資方針を策定し、資産運用プロセスにおいてＰＤＣＡを回すことにより、適切な資産運用態勢を維持するよう努めてま
いります。

■アクティブ運用、パッシブ運用にかかわらずエンゲージメント活動を展開する等の日本版スチュワードシップ・コードを踏まえた取組み、ＥＳＧ
への取組み、投資手法の高度化などにより、継続的に資産運用の高度化を図り、お客さまの利益の最大化を目指してまいります。

■受託した資産について、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するよう努めてまいります。

（２）お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

■お客さまの資産運用上の課題を解決するため、グループ内外を問わず、クオリティの高い商品・サービスのラインナップを拡充するよう、努め
てまいります。

■お客さまの多様化する資産運用ニーズや投資環境の変化に対応するため、グループ内外のノウハウや機能・ネットワークをフルに活用した、
商品・サービスの開発・提供に努めてまいります。

■年金などの機関投資家等をはじめとした、お客さまからの資産運用のニーズや、当社の資産運用サービスに対するご評価やご意見を幅広く
いただき、必要に応じ外部機関の評価なども活用して、資産運用サービスの高度化や態勢の強化につなげるよう取り組んでまいります。

（３）お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供

■お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコンサルティングを通じ、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状
況やそれに沿ったニーズをそれぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてまいります。

■商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏まえ、また、知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして、ニー
ズに適った提案を行います。

■商品・サービスの提案にあたっては、お客さまの知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして、お客さまのご理解を得られるよう
に適切な情報の提供に努めてまいります。

■お客さまの投資判断に役立つよう、商品・サービスの特性、リスク、手数料等についてわかりやすく説明を行ってまいります。

http://www.smtb.jp/personal/saving/fund/
http://www.smtb.jp/personal/saving/investment/info/risk_nisa.html
http://www.smtb.jp/personal/saving/insurance/attention.html
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＜行動計画＞

・社内外の研修メニューの整備、証券アナリスト等の専門資格取得の支援・サポート策の充実を図ることにより、資産運用業務に従事する役職員の専
門性の維持向上に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・運用成果向上や業務貢献等を含めた人材評価制度の整備を図ることで、ファンド運用に従事する役職員の専門性の維持向上に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・経営・運営の独立性を確保する体制を構築するため、独立社外取締役を導入しております。

＜行動計画＞

・エンゲージメント（建設的対話）や議決権行使等、スチュワードシップ活動に関する利益相反管理体制強化のため社外メンバーを過半とする外部諮問
委員会を新設し、外部有識者を活用した透明性の高い運営体制を構築しております。

・数値基準等の判断基準を含む議決権行使の考え方を公表するとともに、日本版スチュワードシップコードに関する議論も踏まえ、議決権行使結果の
詳細開示 をすること等により、透明性の高い運営体制を構築してまいります。（2017年度上期）★

＜行動計画＞

・日本版スチュワードシップコードの改訂に関する議論も踏まえ、議決権行使の透明性をさらに高めるために、個別の行使結果について本年8月を目途
に公表してまいります。★

3.資産管理

＜行動計画＞

・証券受渡決済における、約定から決済に至る一連の事務処理において、システム処理による自動化の推進等により、効率的な業務提供に取り組んで
おります。

・海外証券直接投資に加え、昨今投資ニーズの高い外国籍投信を投資対象とするファンドオブファンズへの対応等、市場商品トレンドに合致したサービ
スの展開を行えるよう、人材・事務基盤・システム等の適切な資源配分に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・資産管理サービス業務に関わる人材に対し、業務上必要な知識を習得させるために、資格取得等を組織的にサポートしております。

・資産管理サービス業務におけるグループ全体での人材活用に資するべく、グローバル化を支える中核的な人材や、海外拠点の現地スタッフを含む人
材の育成を推進しております。

＜行動計画＞

・資産管理サービス業務の提供先のお客さまに対して実施させていただく、当社グループの資産管理サービス業務に対する各種アンケート等の結果を
踏まえ、更なる利便性向上を目指したサービス改善活動を推進しております。

＜行動計画＞

・資産運用会社向けミドル・バックオフィス業務である計理処理および各種法定報告事務に加え、レポーティング等、事務受託サービス提供メニュー拡
充に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・銀行事業におけるノウハウや知見を活かし、デリバティブ取引に係る管理業務等、資産運用会社向け事務受託サービスの高度化に取り組んでおりま
す。

4.その他信託業務等

＜行動計画＞

■グローバルに多様化・高度化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、事務・システム等の高度化に取り組んでまいります。

（４）専門性の向上

■「高度な運用コンサルティング」と「高品質かつ豊富なマルチ・プロダクト」によるトータルソリューションの提供を担う、資産運用業務のプロ
フェッショナルを、継続的かつ安定的に育成し、人材の定着と運用の継続性・再現性の確保に努めてまいります。

（５）独立性を確保したガバナンスの構築・強化

■お客さまの利益を最優先する態勢を強化するため、グループの資産運用会社については、独立社外取締役を導入するなど、グループの販
売会社からの経営・運営の独立性を確保する態勢を構築してまいります。

■日本版スチュワードシップ・コードに則り、議決権行使などに関する利益相反管理態勢を高度化してまいります。例えば、議決権行使に関し
て、グループの運用会社において、外部有識者のチェックを受けるなど透明性の確保に努めており、特に、三井住友信託銀行においては、独
立性の担保された外部有識者が過半を占める「スチュワードシッブ活動諮問委員会」を設置し、議決権行使やエンゲージメントの適切性などに
ついて検証しております。同委員会の審議内容については、その概要を公表し、可視化いたします。

■議決権行使の透明性をさらに高めるために、議決権行使結果について、個別の投資先企業、個別の議案ごとに公表してまいります。

（１）資産管理サービスの堅確性・迅速性の維持・向上

■資産管理サービスの根幹となる事務の堅確性・迅速性向上を図るべく、人材・事務基盤・システム等の適切な資源配分を行ってまいります。

■有価証券・資金決済に係る法制・税制等の資産管理サービスに必要な高度な専門性を有する人材の育成に努めてまいります。

（２）お客さまニーズへの対応、社会的インフラとしての事務・システム等の高度化

■ファンドマネージャーやアナリスト等の運用人材評価にあたっては、中長期の運用パフォーマンスを重視した評価・処遇を通じて、高度な専門
性を有する運用体制の確保に努めてまいります。

（３）お客さまの投資活動やミドル・バック業務に資する情報提供・サービスの高度化

■お客さまの投資活動やミドル・バック業務の高度化に資するため、各種報告書・レポートに加え、海外グループ関係会社および各カストディア
ン等からの情報をベースに、付加価値の高い情報（法制・税制、市場情報）を適時提供することに努めてまいります。

■専業信託銀行として、銀行事業のノウハウも活用し、お客さまのミドル・バック業務の効率化、高度化に資するサービスの提供に努めてまいり
ます。

（１）受託者責任の徹底

■信託の受託者として、資産運用・資産管理業務に限らず、受益者であるお客さまのために、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などの
厳格な受託者責任を誠実に果たし、お客さまの利益を第一に信託業務を進めてまいります。
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・受託者責任やスチュワードシップ責任を誠実に履行するため、専門組織の設置や社内規則の整備、役職員に対する研修等体制整備に取り組み、お
客さまの利益第一に業務運営を進めております。

＜行動計画＞

・信託機能等を活用し、振り込め詐欺等の金融犯罪からの資産保全や円滑な資産承継等、お客さまの抱える課題・悩みへの解決策を提供する新商品・
サービスの開発・提供に取り組んでおります。

＜行動計画＞

・営業店の店部長が社内の「老年学」を受講し、高齢者のお客さまの老後の認知症や介護など様々なご不安を理解した上で、コンサルティングさせてい
ただけるよう努めております。また、2017年度においても老年学に関する情報提供を中心にしたお客さま向けの「シルバーカレッジ」を本部・営業店が協
働し、順次開催してまいります。☆

＜行動計画＞

・社内研修や外部講師による講演会の開催、サービス介助士や認知症サポーター等の専門資格の取得を奨励する等して応対力の改善を図り、接遇の
質を向上させております。

・お客さまから頂戴するご意見・ご要望については、関係各部が連携し、サービス改善や店舗環境の改善等に活かしております。

＜行動計画＞

・お客さまの属性に応じ、お取引の条件・物件の内容についてわかりやすくご説明させていただきます。また、業務の進捗状況について適時適切にお客
さまにご報告いたします。併せて、ご説明状況のモニタリングを充実させるため、運営ルールを定め実施しております。★

当社の商品・サービスについて詳しくはHPをご覧ください。

http://www.smtb.jp/personal/service.html

■個人のお客さまにとって最大の資産とも言える不動産の仲介業務にあたっては、お客さまに安心して取引いただけるよう、丁寧かつわかりや
すい説明に努めてまいります。

（２）お客さまの資産の保全など、安全、安心への取組み

■特に高齢者のお客さまにとっての資産の保全等の安心の確保、資産の確実な承継についてのニーズの高まりを踏まえ、お客さまの資産運
用ニーズのみならず、資産保全や資産承継に関するニーズに対しても、しっかりとお応えするよう、商品・サービスの開発・提供に努めてまいり
ます。

■例えば、営業店の店部長が社内の「老年学」を受講し、高齢者のお客さまの老後の認知症や介護など様々なご不安を理解した上で、コンサ
ルティングさせていただけるよう努めております。また、老年学に関する情報提供を中心にしたお客さま向けの「シルバーカレッジ」を本部・営業
店が協働し、順次開催しております。

■どなたでも安心してご利用いただけるよう、お客さまの立場に立ったサービスについての社員教育徹底・有資格者配置、各種チャネルの利便
性向上など、お客さまに利用いただきやすい環境づくりに向けた、さまざまな取組みを実施してまいります。

（３）不動産業務におけるお客さま本位の取組み

http://www.smtb.jp/personal/service.html
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